
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 年 11 月 8 日 

【連絡先】国民民主党茨城県第 5区総支部（浅野さとし事務所） 

【国会事務所】 
〒100-8981 
東京都千代田区永田町2-2-1 
衆議院第1議員会館 406号室 
TEL：03-3508-7231  
FAX：03-3508-3231 

 
  

【日立事務所】 
〒317-0071 
茨城県日立市鹿島町 1-11-13  
 
TEL：0294-21-5522  
FAX：0294-21-3014 

https://asanosatoshi.com/  
 

 

この度の台風１５号、１９号をはじめとする東日本を中心とした豪雨により被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げます。また、この災害によりお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

被災地の一日も早い復旧・復興のため、全力で取組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本を中心とした豪雨により被災された皆様に 

心よりお見舞い申し上げます。 

 
衆議院議員 

 
■被災翌日、党茨城県連のメンバーと共に現場確認を行いました 

 

 今秋の台風は全国各地に甚大な被害をもたらしました。

仲間の議員と共に、茨城県内を回りながら被害状況確認を

行ったところ、台風１５号及び１９号は県内にも深い爪痕

を残しました。とりわけ那珂川や久慈川の氾濫により、複

数の地域で民家や田畑などが浸水被害を受けたほか、ビニ

ールハウスの倒壊や鉄道の線路が分断されているなど大

きな被害が発生しています。 

今後、行政や他の議員とも連絡を密にして、的確な状況

把握とともに、被災された方々のくらしを一日でも早く元

に戻せるよう全力を尽くしてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
所属委員会 

▶経済産業委員会      ▶原子力問題調査特別委員会 

▶議院運営委員会 

党内での所属調査会 

▶エネルギー調査会（事務局次長）▶税制調査会（事務局次長）  

浅野さとし 略歴 第 200 回国会における役割 

給特法改正法案 について 1018 
2019年10月18日

2019年10月18日 

 

【改正法案の内容と学校の先生方を取り巻く状況】 

・１９７１年に制定された給特法（残業代の代わりに給料月額の４％を調整額として支給）の改正法案。 

・２０１８年の連合の調査によると、公立学校教員の約半数が残業週６０時間以上であり早急な対策が必要。 

 

 

「変形労働時間制」の導入には労使合意の要件化が必要 

▶1982 年 9 月生まれ（37 歳）、衆議院議員（１期） 

（株）日立製作所日立研究所研究員 

日立労組研究所支部執行委員 

大畠章宏 前衆議院議員秘書 

■文部科学省から給特法改正法案の説明を受ける浅野議員 

 

 今回の給特法改正法案の内容は大きく２点であり、「①時

間外労働に上限ガイドラインを設置」および「②１年単位の

変形労働時間制の導入」です。特に、②の変形労働時間制の

導入にあたっては、先生方の労働実態を十分に考慮した上

で、労使合意を条件とするなど現場への十分な配慮が必要

です。 

先生方の勤務実態はすでに過労死レベルにあり、根本的

な対策には教員数を増やして、業務の負担軽減を図ること

が必要です。これからも先生方の働く環境改善に向け全力

で取組んでまいります。 

 

（※公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案） 

※ 

政府、英語民間試験 の導入延期を発表 
 

1101 
2019年 11月 1日 

 

受験生のために！ 
 

先生のために！ 
 

※ 

【英語民間試験の主な問題点とこれまでの経緯】 

・地方の受験生は試験会場が少なく、検定料に加え、交通費や宿泊費などの負担が生じる。 

・１０月２４日、萩生田文部科学大臣が「身の丈に合わせて、頑張って頂ければ」と発言し、問題化。 

・経済的環境などに関わらず全ての受験生が等しく受験できるよう、導入時期の見直しを主張してきた。 

 
■緊急全議員集会に出席する浅野議員（１１月１日） 

 

 １１月１日、政府は２０２０年度からの導入をめざして

いた英語民間試験の導入延期を発表しました。私達は２年

前から、経済的な格差、地理的な格差、そして運営上の公正

性が担保されていないといった問題点を指摘し、政府に対

応を求めてきましたが一向に改善されませんでした。 

今回の導入延期判断は、受験生や教育現場の方々の声を

もとに一つ一つ議論を積み重ねて実を結んだものです。 

（※「読む/聞く/書く/話す」の英語 4技能を測ることを目的に大学入試センター試験に代わって 

2020年度より導入を予定していた民間試験） 

 


